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１【提出理由】

　2026年６月24日開催の当社第66期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2026年６月24日

 

(2）決議事項の内容

＜会社提案＞

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式１株につき40円　　配当総額　6,874,605,360円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2026年６月25日

 

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、飯盛徹夫、梅宮真、松岡英行、馬塲一晃、西野和

美、平山景子、西畑智博の７名を選任するものであります。

 

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、深澤雄二、松井巖、小笠原由佳、小松幹太の４名を選任するもので

あります。

 

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役に西畑智博を選任するものであります。

 

＜株主提案＞

第５号議案　取締役による潜在的利益相反株式の保有開示に係る定款変更の件

 

第６号議案　取締役会議長の選任に係る定款変更の件
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 賛成割合(％) 決議結果

第１号議案 1,270,451 17,870 203,711 85.15 可決

第２号議案      

飯盛　徹夫 1,183,944 306,773 1,318 79.35 可決

梅宮　真 1,235,748 254,968 1,318 82.82 可決

松岡　英行 1,250,023 240,789 1,223 83.78 可決

馬塲　一晃 1,249,147 241,665 1,223 83.72 可決

西野　和美 1,018,030 472,785 1,223 68.23 可決

平山　景子 1,249,811 241,001 1,223 83.77 可決

西畑　智博 1,252,393 35,913 203,733 83.94 可決

第３号議案      

深澤　雄二 1,240,255 250,549 1,223 83.13 可決

松井　巖 1,231,498 259,307 1,223 82.54 可決

小笠原　由佳 1,256,047 234,758 1,223 84.18 可決

小松　幹太 1,256,128 32,169 203,733 84.19 可決

第４号議案      

西畑　智博 1,256,489 31,755 203,733 84.22 可決

第５号議案 296,364 1,193,236 2,112 19.87 否決

第６号議案 375,293 1,114,509 2,112 25.16 否決

(注)　各議案の可決要件は、次のとおりであります。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

・第２号議案乃至第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

・第５号議案及び第６号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの議決権行使書及び電磁的方法(インターネット等)による事前行使分並びに当日出席した一部の株

主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったた

め、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりませ

ん。

 

以　上
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